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第８回小金井市男女平等推進審議会（平成２１年度第２回） 

平成２１年１０月９日（金） 

 

 

【諸橋会長】  それでは、第８回男女平等推進審議会、２００９年度の第２回になりま

すけれども、開始したいと思います。きょうは我々の任期の最終になりますが、提言書の

案等がまだまとまっておりませんので、何とかまとめたいと思います。 

 資料についてちょっと確認いただきましょうか。 

【阿部課長補佐】  はい、それではお手元の資料の確認をさせていただきます。行動計

画推進状況報告書の２０年度版ができました。ご指摘のあった事業番号と再掲について反

映させました。それときょう提言をいただくかどうかちょっと別にして、提言をいただく

ための資料、以前お配りしてある資料ですけれども、前期の提言書とそれに関する調査票

です。また、お手元にチラシをお配りしてあります。男女共同参画室で実施する事業のチ

ラシなんですけれども、少しその説明をさせていただきますと、１０月１７日の土曜日に

小金井の男女共同参画シンポジウムということで、ＤＶについて取り上げます。ＮＰＯ法

人のフェミニストカウンセリング東京理事の遠藤さんという方に講師をお願いしまして、

暴力のない社会を目指して～ＤＶの被害者にも加害者にもならないために～ということで

講演していただくことになりました。 

 次に１０月２９日の木曜日、再就職支援セミナーということで、２１世紀職業財団と共

催で行います。前年度の実施時期が２月だったものですから、委員のほうから、保育園の

申し込みや学童の申し込み等に間に合う時期に実施したほうがよいということで今年度は

この時期にさせていただきました。ただ、子育て支援課でもひとり親家庭の就労支援講座

ということで実施しているんですが、そこと実施時期が近かったので、今後はもう少し考

えたほうがいいかなということで、子育て支援課と調整していきたいと思っています。セ

ミナーは半日ですけれども、その後、グループカウンセリングと個別カウンセリングを２

１世紀職業財団にお願いして、こちらは会場を提供して、事後支援ということで行いたい

と思っております。 

 次に、１１月１５日の日曜日にこがねいパレットを実施します。今回はテーマが「伝え

よう 受けとめよう 心のことば」ということで行います。Ⅰ部が元ＮＨＫアナウンサー

の山根基世さんに講演をお願いしています。Ⅱ部は即興劇で、プレイバックシアターを行
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います。それと毎回お願いしているんですが、パレットに賛同する団体の展示を１階のコ

ーナーで行います。 

 それと、今回で審議会の任期は終わるんですけれども、次期審議会委員の公募を行いま

した。８月１日号の市報で募集をしまして、５人の枠に１０名の応募がありました。選考

委員会を設置しまして、応募動機を選考委員に採点していただき、決定いたしました。結

果については、１１月１日号の市報に掲載されます。今期公募の委員さんの中で３人の方

がまた応募していただきまして、選考の結果、３人の方にまたお願いすることになりまし

た。中川さんは今期でおやめになるということですので、お伝えいたします。 

 以上です。 

【諸橋会長】  ありがとうございます。 

 それでは、最終になりますけれども、新しい委員さんも決まりつつあります。資料のほ

うはよろしいでしょうか。 

 まず、ちょっと出ている資料で、１つは提言向けに男女平等推進審議会の提言に対する

調査票という横組みのがありまして、提言の内容はこういうことをしてねということで回

答も出ております。これは前回のですね。 

【阿部課長補佐】  前回の提言に対して各課が回答したものです。 

【諸橋会長】  これ、付録をつけたやつですね。なので、これと前回の２００７年７月

３０日付提言というのが、２００７年、前回出したものですね。この作文とこの資料、両

方を提言として出しています。今回もまたこのイメージかと思いますが、すみません、皆

さん方で議論いただいたもののまだ作文のまとめができておりません。一方では、７月の

段階で公民館のヒアリングと子育て支援課、保育課へのヒアリングを行っていまして、そ

れはもう資料はできていますので、これは料理するか、さもなければそのままＱ＆Ａで資

料としてつけるか。だけど、もう一つ何か工夫をしないといけないと思うんですけども、

それをまとめていくのが我々の最後の仕事かと思います。 

 それから、佐藤さんから９月１７日付で骨子案をいただいています。大きく２つ骨子案

があって、１つは審議内容の説明を前文として記載してはどうかということで、職員の意

識調査・市民意識調査について意見交換した。前期審議会の提言の確認をした。それから、

どこまで現在の男女平等推進施策についての意見交換をした。第３次平等プランの推進状

況について検討したと。ここの検討のところから報告書だけではよくわからないので、重

点項目を決めてやりましたぞというのがこの（４）ですね。ヒアリングは公民館と子育て
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支援課、保育課ということです。 

 ここで提言になって、報告書だけじゃよくわからないとか、以下未実施事業についての

見解は主管課に聞いたほうがいい、あるいは重点的に審議したい項目について検討し、対

応したいということが盛り込まれています。 

 ２つ目は意見書の内の骨子ということで、意見と提言を分けてはいかがかという提案で

すが、意識調査についての意見があってもいいんじゃないか。（２）が男女平等推進施策の

現状に関しての意見があるべきだろうと。（３）が評価システムの検討と報告書作成のあり

かたということで、それからヒアリングを踏まえて（４）講座等啓発事業のありかたと公

民館の関係、市の各計画との連携および主管課との連携のとりかた。最終的に以上を踏ま

えた参画室の体制や審議会の進め方についてということで、佐藤さんが骨子を掲げていた

だいています。これで網羅されているような気がしますけれども、こんな提案をいただい

ています。 

 どうしましょうか。任期は二十何日まで我々ありますか。 

【阿部課長補佐】  １０月２３日です。 

【諸橋会長】  ２３日でおしまいで、多分、次回会合を開いたりしている時間がないの

で、持ち回りでこれでいいですかというふうにするか、それから報告書そのものは多少フ

レキシブルにするので、次の委員会ではじまっている中で、きょう委員のほうでちょっと

調整してまとめるというのが可能ではないかと私は認識するんですが、これはせっかくご

支援いただいていますし、こんな形で埋められればと思いますけれども、いかがしましょ

うか。 

 それからもう一点、きょう出た平成２０年度、昨年度の２００８年度分の推進状況報告

書が出ました。今、ご説明いただいたように、課題番号とか、しるしをつけた再掲がちょ

っと見やすくなっています。これをもうちょっと見やすくするかは別でしょうが、これに

関しては次期審議会が評価をするということになるので、次期委員会は第４次行動計画の

ほうから考えるということになるんでしょうか。第４次の話はまだないわけですか。 

【阿部課長補佐】  そうですね。２４年度までですので、２３年度中にということにな

ります。 

【諸橋会長】  そうか。でも、２４年度まで有効なんですね。 

【阿部課長補佐】  １５年度から１０年間ですから、２４年度末ですね。 

【諸橋会長】  わかりました。ということで、これはご参考までにお持ちください。 
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 それでは、最終的な提言のまとめに関してちょっとご意見いただければと思いますが。

メールのやりとりでいただいたのは佐藤さんだけだったけ。ほかもメールをいただいたよ

うな気がするけど……。 

【中澤委員】  私、もう一回ある仮定の話でしたよねっていうのだけ中身についてはど

ういうふうに進めるのかななんて思ったまま。 

【佐藤副会長】  ある程度検討して、あと１回である程度の形になっていたら、部外に

というか、正規の審議会ではないけれども、もう一回ぐらいないとまとめられないんじゃ

ないですかという話で、でも、それってやっぱり正規じゃなくても２３日までにやらない

といけないという話ですか。 

【阿部課長補佐】  正規でもう一回できるので、日程の調整がつけばやっていただいて

だいじょうぶです。 

【佐藤副会長】  私たちが初めて委員になったときにも、前期の提言書を見させていた

だいて、前期の提言を受けて審議するというのが前提は前提ですね。結局、８回やっても

何を審議したのかいまだにわからないまま終わってしまったのが、ちょっとじくじたる思

いもあるんですけれども。なので、次期の第１回目が始まる前には提言がまとまっていて、

渡したいと思うんですけれども、次期の審議会も例えば２４日からになっていても、具体

的には１回目の会合はその日にやるわけじゃなくて、もうちょっと後でもいいんですよね。 

【阿部課長補佐】  １回目は委嘱状の交付と審議会等の説明ですので、実際の審議は２

回目以降になります。 

【諸橋会長】  何かご意見ありましょうか。１つは２３日までにもう一回やろうと思え

ばやれると。それから、それでなければ１０月２３日以降にやってもいいけど、それは自

主的にやる。提言書そのものは、次期審議会が始まってからでもまだ間に合うだろうとい

うことです。２３日までにできましょうか。もう一回集まりましょうか。２～３週間ある

んですけれども、それでよければもう一回集まってではですが、ただ集まってどうのこう

の、その前にたたき台をやりますね、当然。それがどうなるかで。 

【佐藤副会長】  この２期はどういう形でつくったんですか。ある程度たたき台をつく

って、審議会でたたいて、最終的に会長の。 

【阿部課長補佐】  たたき台はほとんど会長がつくっていただいて、皆さんの承認とい

う形でした。 

【諸橋会長】  それから、資料のほうは、みんなで考えてこんな提言が流れたんですね。 
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【阿部課長補佐】  これは参画室が各課に投げて、その取り組みはどうだったかという

ことを。 

【諸橋会長】  回答してもらったんですね。 

【阿部課長補佐】  はい。 

【中澤委員】  質問なんですけれども、この調査票、前回の提言を出して、それが２０

０７年７月で、それを各課にお渡しして、それに対してまたこういうことをしますとか、

こういうことを実はしていましたとかいうのが返ってきているんですけど、これはいつ回

答を得たものなんですか。 

【佐藤副会長】  これ、前にもらいました。２回目か３回目にもらいました。ここのこ

がねいパレットの小金井に関してだとか、私たちのやった歴史講座の名前がついていると

か。 

【中澤委員】  じゃ、近いうちに回答がきて、これも確認されているわけですね。じゃ、

これは一からもう一回やらなくて、これは前期のものを引き継いでいるという状態なわけ

ですね。きょう、これは確認。 

【佐藤副会長】  確認のためですね。これとこれは両方とも確認のためですよね。 

【阿部課長補佐】  そうです。参考資料ということです。 

【中澤委員】  じゃ、また提言をまとめたら各課に。 

【阿部課長補佐】  こういう提言がありましたということを各課になげます。 

【中澤委員】  はい、わかりました。 

【諸橋会長】  いえいえ。当面の作文を書けばいい。それから、あとヒアリングをした

ものというのが大変貴重な資料ですので、佐藤さんの骨子は非常によくできていますけど、

全部書くとむだのようになりますけれども、これを生かせればと思いますが、もし１０月

２３日までに全体会をするとなるとそれまでにワーキングが必要になるかと思います。そ

のときに、だからまず２３日までの日程を定めるか。それから、もしワーキングをすると

なると、会長１人は無能力なので、３人ぐらいのグループをつくる必要があるかとも思い

ますが、いかがしましょうか。２３日までにやるという意味は、皆さんいかがでしょう。 

【中澤委員】  あと１回でもちょっと完成が難しいんでしょうけれども、たたき台をで

きればそこまでに出して、それをみんなで議論して、その次の審議会の方に引き継ぐまで

にインフォーマルに、正規でない形でブラッシュアップして、これでよかろうみたいな、

そこまでやるというのが理想。 
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【諸橋会長】  理想でしょうけど。最後は事後承諾ということになるんでしょうけど。 

【中澤委員】  一番最後は会長に。 

【諸橋会長】  会長が決めちゃう。１回ワーキングをして、できれば全体会議をやって、

それでもう一度最終的なワーキングというのは、３回やれば済むことです。どうでしょう

か。といって、今からその時間とれましょうか。 

【中澤委員】  全員でなくてもワーキングになるにしても１回は。 

【加藤（春）委員】  グループというか、お２人で無理なんだったら、どなたか比較的

余裕のある方に入っていただく。 

【中澤委員】  確定して、全員でなくても骨子はきょう確定して、去年のように会長さ

んに全部ということになると大変なことになるでしょうから、みんなでちょっとずつ、例

えばたたき台のものを。 

【佐藤副会長】  だから、１人がつくるとある程度すうっと流れていくけど、分断しな

いで。 

【加藤（春）委員】  分断するとまたそのあとが大変。 

【佐藤副会長】  そうなんです。それがまた難しいというのも確かにあるんですよね。

焦点がぼけちゃうとか、全然統一がとれてないとかいうのはすごい難しいことだなとは思

うんですけど、機会があって、それぞれ書いたものをもむ期間があれば、ばらばらに担当

してもらってまとめてということも可能かなと思うんですけど。この短い期間ですとやっ

ぱり無理で一人に負担がかかると。 

【諸橋会長】  力まかせでやっちゃったほうがいいのかもしれませんね。 

【中澤委員】  そこを決めてそれぞれ意見、もし担当するとすればそのかかわる部分で

記録を読んだりして思い出して、こういうことでしたねっていう、それで新たに最後に今

まで議論したものでないものも入れ込んで書くということなんでしょうけど、それがまと

めていくのにちょっと時間がかかり過ぎるということであれば、お１人でということなん

ですけど、お１人が多分会長さんで、その辺どうしようか。結構シビアな、ばらばらであ

っても分担。 

【佐藤副会長】  過去に出た意見のまとめというのは議事録から起こして、支障のない

程度の意見はある程度。全部とるわけにいかないから、短くまとめるのであれば、自分の

考えじゃないから、作文じゃなくてもいいからできるんじゃないか。ただ、提言書という

提言の部分は完全なる意見だし、検討をして、こうあるべきという意見については。 
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【中澤委員】  一番最後の意見の部分、提言の部分を今度集まってそのたたき台をどな

たかが書いて、審議会としてこういう提言でいいのかという、まとめは後で読みたおして、

ここ、ちょっと違うんじゃないですかってできますけど、その意見の部分は合意しておか

ないと、その最後の意見の部分を審議することで。 

【諸橋会長】  そうですね。骨子でいうと、この１は出してきたことをある程度まとめ

られると思いますので、２はそんなに大がかりでなくても箇条書きふうに提言がつくられ

ていくから、意識調査をもとに施策の現状に関して評価システムって、これはやっぱり入

れたいですね、提言に。それから、公民館との関係に関しての提言、市の関係課との連携

及び提言、それから男女共同参画室の体制、審議会についての声も、これは少ないと思い

ますけども、これは提言に入れることができますね。それから、他にも何か出てくるかも

しれませんね。そうしたら、１番といいますか、審議会の内容説明に関しては少し分担し

ましょうか、それとも提言を分担しましょうか。 

【中澤委員】  もし自分が分担するとすればですけれども、加藤さんもそうかとは思う

んですけど、公民館のヒアリングまでで前半ちょっと私は欠席が多かったので、公民館の

ヒアリング結果の部分のまとめをお引受けしようかと思います。 

【諸橋会長】  そんな感じでちょっと分担していただきましょうか。例えば子育て支援

課と保育課のほうは回答案はまだできてない。クエスチョン・アンド・アンサーの上での

事業だけですので。 

【中澤委員】  公民館からは回答案という形でまず文書で。これを口頭で速記するよう

な形と、こちらでさらにしたい形で加える。 

【諸橋会長】  つけ加える。それはできそうですね。子育て支援課、保育課のほうはこ

のＱ＆Ａをもとにある程度取りまとめができるかと思いますけれども、森田さん、いかが

ですか。 

【森田委員】  時間的に１０月は結構いっぱい、いっぱいなので。 

【諸橋会長】  限定、限定、かつかつですよ、仕事の方が。 

【森田委員】  そうなんですね。仕事もピークなので、期限的にはどのぐらいで。 

【中澤委員】  今度のその日程をいつ組むかというかな。 

【森田委員】  そうなんです。 

【中澤委員】  あらあらのもので１０月中の。時間ないですよね。 

【諸橋会長】  量的には２ページぐらいが適当ですよね。 
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【中澤委員】  ２ページぐらい？ 

【諸橋会長】  そんなに作文できないでしょう。回答案だけでもこれで４ページある。 

【中澤委員】  でも、全部回答を載せないで、ぎゅっとこうすると。 

【諸橋会長】  ２枚でおさまるんじゃないかな。 

【中澤委員】  例えばですけど、前回の提言は７ページなので、例えば半ページくらい

でもそれは可能ですので。書きたいことがたくさんあって長くなるという感じもあるんで

しょうけど。 

【諸橋会長】  回答を踏まえてこうしてという提言でいいわけですからね。だから、２

ページも要らない提言ですな。何かあったら出してください。 

【森田委員】  あと、そういう提言みたいなのを書いたことがないので、こういう一般

市民としてちゃんとしたものが書けるかというのは自信がないんです。 

【中澤委員】  それは最後はお任せして。 

【森田委員】  ほんとうに意見というのは言えるんですけれども、提言というのはすご

く責任ある文書というか、心配なんですけれども。 

【中澤委員】  そこの部分は今度集まったときの議論なので。 

【森田委員】  さらにヒアリングをたたき台に、子育て支援課と保育課への今回の意見

というか、男女共同参画に関しての提言ですよね。 

【中澤委員】    メールでかかれているようなこと、普通に書いてくださっているよ

うなことを書いていただいて、審議会で検討するっていう。私も２週間ですし、そんな完

璧なものなんかできないと思うので。 

【森田委員】  ちゃんとしたものができるか自信がないですが。じゃ、半ページぐらい

ならということで。 

【諸橋会長】  １ページぐらいならなんとか。 

【森田委員】  はい。半ページか１ページぐらいでも。 

【諸橋会長】  こうせえ、ああせえと言って。じゃ、中澤さんと森田さんに公民館と、

それから保育係のヒアリングしたところは今回目玉になりますので。 

【中澤委員】  多分このヒアリングを踏まえての、私のほうですけれども、（４）と（５）

も少し関連する。 

【諸橋会長】  関連するでしょうね。（４）（５）は一緒でもいいかもしれないし、その

辺はでき上がり次第でいいかと。むしろ（５）は（６）とかかわるかもしれません。よろ
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しいかと思いますが。それをもとにまた再度皆さんで少しもめればと思いますが、意識調

査についての意見、これ、せっかく出たデータですが、よろしいですね。これは僕が書か

ないといけないかな。これは私が自分でやりましょう。推進施策の現状に関しての意見っ

て、これもありますね。でも、これはみんなで持ち寄ったほうがいいですよね。でも、こ

れは今までの話し合いの中から書かれる。 

【中澤委員】  多分ヒアリングとか、ヒアリングの記録を読み返せば記憶が戻ってくる

んですけど、意識調査も会長が書いてくださるということなんですけど、議事録の部分で

議論した議題があるので、そこを見れば思い出せると思うんですけど、２とかも議題があ

って議論しました。 

【諸橋会長】  拡散しっ放しで、全記録を見ればそれなりに。 

【中澤委員】  過去の議事録というか、記録をちょっと見て、これ、意見なんですか。

でも、こういう議論をしたってというまとめの部分。 

【諸橋会長】  まとめの部分でもいいと思うんです。ただ、具体的にはほんとうは（５）

（６）あたりが正式な意見になるんでしょうけど、（２）を無理して載せなくてもいいんで

すけれども。しかし、（２）は全体にかかわることですからね。 

【加藤（春）委員】  全体に関わることであれば今ここで時間があったらそれを修正し

たらどうでしょうか。 

【諸橋会長】  そうしましょうか。じゃ、（２）は今。 

【佐藤副会長】  ２の（２）は、私、自分で書いておきながらおかしいんですけど、（１）

のこういうふうに意見交換をしましたよという１の（３）とかぶる部分があったわけです

ね。だから、そこの中に入れちゃうのか。例えば（１）のところはこういうことをしまし

たというおおまかな意見交換をしましたということだけ書いて、その内容は（２）に入れ

るのか、その辺の組み立ても、例えば下の大きな２番を提言的な形だけにまとめるのであ

れば、こういう意見が出たというのは先に書いて、最終的な、したがってこうしたらとい

うふうにまとめまったというところだけを下に書くとか、そういう分け方もあるとは思う

んです。 

【諸橋会長】  大急ぎのときは下だけ見れば、わかるようにしておく手はありますけど

ね。 

【中澤委員】  ヒアリングまでの部分が全部対応しているので、審議の内容をどっちに

書くかは別として、どっちかに入れるので、どのような議論をしたかというのをちょっと
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思い出したいというか、すみません、見てこなかったです。 

【佐藤副会長】  前期の提言の書き方としてはその辺が。 

【諸橋会長】  ごっちゃになっています。分かれてない。 

【佐藤副会長】  全体としては経過を大まかに書いて、提言の中にわりと細かく書いて

いく感じですね。 

【中澤委員】  下のほうがわかりいいかなとは思います、読むときに。 

【佐藤副会長】  ２番はほんとうに経過だけで、前期のところでいうと、１番の審議の

経過というぐあいにまとめて。 

【諸橋会長】  うん、そうですね。１の（３）あたりのところは数行でいいような気も

します。もちろん項目立てはしたほうがいいかもしれません。 

【佐藤副会長】  こういうそれぞれに出した提言というのが、今、第４次の長期計画と

かっていうのをつくっていますよね。そこに反映されるとか、そういうことはあるんです

か。そこに出すとか、そういうことは実際できます。 

【阿部課長補佐】  第４次基本構想は大枠なんですよね。だから、具体的なものが反映

されるということはあまりないかもしれないです。 

【佐藤副会長】  そこの大枠のところからここの部分に関しては主管課というか、例え

ば男女共同参画室とか、企画政策課にヒアリング的な形とか、説明に来てほしいとかって、

そういうことはあり得るということですか。 

【阿部課長補佐】  その辺はむずかしいかもしれないです。 

【諸橋会長】  それでは、２の（２）はきょうあと少し皆さん方に意見をいただいて、

（４）は今、中澤さん、森田さんに書いていただいて、（５）と（６）あたりは一緒かと思

いますけれども。 

【森田委員】  あともう一点なんですが、以前、前回とか前々回で事業の重点目標を決

めて、それをちょっと提言として入れたほうがいいという意見が結構あって、合意がとれ

ていると思いますので、どれを重点項目にするのか。今の体制とこのプランのもとに、手

をつけられないものとか、なかなか連携する課が思いどおりにと言うと変ですけれども、

男女共同参画の目的にすごく近い形でできるかは、難しい部分があるので、審議会として

はこれとこれとこれは小金井としてやるべきですよとか、参画室も幾つか事業を持ってい

らっしゃるので、なるべく参画室がやる場合、そちらも盛り込んでくださいみたいな形で、

あれもこれもはできないので、緊急性があるものとか重要な、あと小金井ならでは取り組
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んだほうがいいというものがあれば、きょうせっかく皆さんも顔を合わせているので、も

う一度確認してお話ししていったらどうかと思うんですけれども。それは何番になるんで

すか、この場合に。 

【諸橋会長】  中期目標とかですので、ここには具体的に書いてないんですが、２の（５）

（６）あたりでまとめられればという感じでしょうかね。 

【森田委員】  ２でやっていってほしい事業ということですね。 

【諸橋会長】  はい。ということで、事業の重点目標の確認を後でしましょうか。これ

は（２）の男女平等推進施策の現状に関しての意見とダブる部分もあると思いますので。

わかりました。それから、佐藤さんにつくってもらったこれに従うと、（５）（６）あたり

をまとめてどなたかが簡単にまとめていただけるといいんですが、いかがでしょうか。 

 やっぱり骨子ですね。もちろん皆さんにいろいろ意見があって、やることですけれども。 

【加藤（春）委員】  最後というのは最終的に総責任を持っている方に書いていただく

ということになるんじゃないでしょうか。 

【諸橋会長】  わかりました。何か書きましょう。意識調査と評価システムあたりもち

ょっと僕が書きましょうか。 

【加藤（春）委員】  そうですね。前からそこは会長が力を入れていらっしゃったから。 

【諸橋会長】  （５）（６）あたりは私が書きます。そこで、２の提言書のほうは何とか、

どんな予想ですか。 

【中澤委員】  ２の（２）なんですけれども、この後少し話をするにして、これまでの

こういう議論をしたとか、きょう話したことを少しまとめる方を１人お願いしてもいいか

なと思いますが、どなたかいらっしゃいますか。 

【諸橋会長】  ２の（２）と今話に出た重点目標での確認、これを今から少し話し合い

たいので、それをどなたかまとめていただく方いらっしゃいませんか。そうなると、ここ

にいらっしゃるのは中川さんか加藤さん。話していることを、記録ができ上がるのは後で

も加藤さんにお願いしていいですか。じゃ、こんなのが出たというのをちょっとまとめて

いただいて、後で賛同いただけますか。 

【加藤（春）委員】  ちょうど１４日から１７日の間、家中の荷造りしてすべて外に出

し、リフォームすることになっています。その前後の１週間はパソコンが使えません。大

変申しわけありませんが、それが済んだところでブラッシュアップのお手伝いをするとか、

そういうことにさせていただければと思います。 
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【諸橋会長】  じゃ、残りの時間、話し合いに向けたいと思いますが、その前に大きな

１番のほう、これはどんなふうにまとめましょうか。この後だれかしら考えていただきた

いんですが。ああ、そうね。（笑）でも、そんなにいいものができなくていいですよ。 

【佐藤副会長】  経過とか、ほんとうに骨子程度でよければ。この審議会の経緯ぐらい

だったらできれば。 

【諸橋会長】  実績を強調していただければ、間違ったわけではないという。（４）はさ

っきも言ったように目玉ですから、これは少し重みをつけてもらってもいいかと思います

けども、あとはこんなことをやったでよろしいと思いますので。 

 じゃ、スケジューリングは後で考えるとして、残り１時間弱等ですけれども、我々の男

女平等推進施策の現状、これは今まで我々はこの２年間、この審議会の場ではたらたら話

してきましたけど、まとまって質疑を出したことはありません。それから、事業の重点目

標は幾つか出たかと思いますので、それはもちろん確認して記録に残しておきたいので、

まず重点目標からするのがいいかな。小金井らしさ、あるいはこれとこれは必ずみたいな

ものも思いつく限りまず挙げていただけるでしょうか。 

【中澤委員】  それにかかわってちょっと質問というか、確認なんですけど、私の理解

というか、記憶だと、この骨子案の１の（４）で、重点的に審議したい項目として公民館

と子育て支援が出てきたのかなと。 

【諸橋会長】  ええ、そうです。 

【中澤委員】  そうですよね。なので、改めてどれですかというのは議論の中では、一

応その２つプラス評価システム検討という、一応３つだったように思うんですけど。 

【諸橋会長】  それでいいですか。 

【加藤（春）委員】  公民館のほうは、私のように今後どう改善していくかという意識

で常にかかわってきた人間がいるということも含めてその通りだと思うんですけれど、ど

うも保育のほうの記録をちょっと拝見した限りでは、あまりそういう感じではないように

思います。小金井の子育て支援をどうするかということに対しての我々の姿勢を示す必要

があるという、そういう形では話し合ってないと思うんです。 

【諸橋会長】  じゃ、それをやりましょうか。重点項目に関してはその２点でいいです

か。何かほかにつけ加えることはありますか。あれもこれもと言っている切りがないけど。 

【森田委員】  今回、ちょうどチラシをいただいているんですが、ＤＶ被害者支援を、

審議会の中の報告で相談事業の利用率が低かったので、もっと周知して利用しやすいよう
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な改善というか、向上をちょっと望みたいと思っているんですが、あとそれに伴って、再

就職支援でもあるんですが、ひとり親家庭の支援ですね。なかなか一般の方のニーズとし

ては出てきにくいので、それこそ市とか審議会のほうから力を入れて、困っている人ほど

声を上げられないものなので、その２点、ＤＶ被害者とひとり親家庭支援は常にやってい

ただいているんですが、より一層利用しやすくとか、よいものにしていただきたいと。 

 駅に市報が配布されているのを見ますよね。それと同じで、もっと男女共同参画のもの

とか、いろいろなチラシやかたらいを置いていただくとか、少し郵便局に置いてはいただ

いているんですけども、どこに置いています？  

【古谷主任】  改札のそばのラックのところに置いているという回答が多くて、武蔵小

金井駅と東小金井駅ですけども、そちらに置いてあるということなんですけれど。 

【加藤（春）委員】  関連して公民館でもそのことが話題になって、これだけ広い駅、

大きな駅が今できつつあるところなのに、それは確かにラックに若干置いてはいただいて

いるかもしれないけど、ほとんど見えないと。講座があるからって、ばあーんと出せば人

は来そうなものなのに、確かに市報はいいけれど、講座情報が目白押しになってしまうよ

うなときにこちらが出しますと、せっかくつくったものでも目に入らないことが非常に多

いのではないかという話が出ています。 

 その話になったきっかけは子どもの人権でＬＤの問題を今度やるわけです。非常にニー

ズが高いので、今度は１回しかやりませんけれども、かなり力を入れなきゃいけないと思

っているところに、ＬＤのテーマをお願いする先生のところに先々週打ち合わせに伺った

ところ、何と学芸大学でこの１０日に大会があるということがわかりました。その情報は

公民館で関連の企画を立てている市民には伝わっていなかったわけです。何で情報の回り

の悪いまちでしょうと思いました。男女共同参画に関しても、市民に十分情報が伝わって

いるとはいえないと思いますので、駅の広報に関して、提言に入れて、市のほうから働き

かけていただくということをしてもいいんじゃないでしょうか。 

 情報を伝える場が少な過ぎると思うんです、いくら何でもここは。情報が何にもないと

ころならともかく、こんなにやっているのに市報とホームページ頼みではもったいない。

市報やホームページを見る人というのはほんとうに限定されています。男女共同参画は市

の中心に近くて提言できる立場じゃないかと思います。ぜひ情報を、広報活動の重視、Ｊ

Ｒとの連携も含めたというようなことを入れていただくと、他のまちに波及していくので

はないでしょうか。そういう点でもうちょっとこれは力を入れてほしいなと感じます。 
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【佐藤副会長】  市民感覚からいうと、例えば春恵子先生みたいに、いわゆる専門家で

ありながら、なおかつ市民的な感覚の活動をしていらっしゃると、そっちもどう考えてい

るのかも。学芸大とか大学って、いろんな学会の大会ってありますよね。学会の大会も一

般市民の方もどうぞとは書いてあるんだけれども、一般市民の立場からすると、学会に集

まる人って専門家同士の専門的な話をするイメージが非常に強くて、たとえ、ＬＤに関し

て興味があったとしても、一般市民ってＬＤの子どもを育てるときのこととかいうような

視点ですよね、同じＬＤという言葉のことに関しても。だから、そこで情報の行き交いと

いうのは当然必要なんだけれども、あったとしても、例えば知っていたとしても、それを

どう受けとめるかなというのをちょっといつも感じて、敷居が高いというんですか。 

【加藤（春）委員】  私が伺ってびっくりしたのは、ＬＤ学会に当事者がかかわってい

るという話です。当事者は専門家じゃないわけですよ。当事者たちが自分たちで分科会を

つくって、学会に参加していたりするというお話を伺って、そんなこと全然知らなかった

と思いました。そこまで学芸は聞かれたものになっているのに、それが全然学会大会が開

かれるまちの市民のところには伝わっていかないわけです。 

【中澤委員】  それは学芸大学というか、ＬＤの学会なんですけど、私もたまたまちょ

っと今年仕事のかかわりがあって知ったんですけど、多分広報の仕方が学会のほうで、例

えば専門家対象の学会発表の部分と、それから一般向けのというか、だれでも来てほしい、

あるいは当事者同士がもっと語り合える場をみたいなのもたしかあったんです。それは学

会の広報の仕方で一般の方が行ってみようと思うかどうかという広報の仕方が学会の側に

工夫が必要で、連携というか、せっかく小金井でそういういい機会があるのに情報が回っ

ていないということについては連携の部分があって、今、学芸大学、どこでもそうですけ

ど、地域連携ということで小金井市とも学習機会であるとか、それ以外のいろんな形で地

域に貢献できるようにという方針であるんですけども、せっかくのそういう機会について

は知らせていないというか、そういう部分で広報の重視、情報が回るように、特に例えば

ＪＲを活用したいというのは通勤等で人が行き交う部分なので、そこをぜひ活用するとい

う部分で、（５）と（６）の連携とかいう部分に広報とか情報。 

【加藤（春）委員】  もちろん市内には掲示板はあるけれども、掲示板よりも駅という

のは全然違う層の人たちが見ますもんね。もったいないです。ＬＤというのはかなり特殊

な印象を与えるかもしれないし、こことは直接に関係ない話ですけれども、例えば日本女

性学会を学芸大学でなさるとしても、この問題に関心の深い市民がそのことを知らないと
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いうことが起こり得るわけですよ。それは異常というか、この情報化の時代にもったいな

いことだと思うので。 

【中澤委員】  そういう出会いにどこか広告スペースみたいなのを１ついただいて、い

ろんな企業の情報が。 

【加藤（春）委員】  公共性のある情報を出せるような。 

【中澤委員】  それはお金がかかるとは思うんですけど。 

【諸橋会長】  掲示料を取るでしょうね、ＪＲが。 

【加藤（春）委員】  公民館には掲示板がある。貼ってない、ＪＲ関連のことの他にも、

公民館でやる男女共同参画関連の講座のビラは男女共同参画室へいってないといった情報

交流の不十分さがあちこちにあります。 

【阿部課長補佐】  そうですね。公民館にはこちらからビラはお配りして置いていただ

いているんですけれど、公民館の事業に関して男女共同参画室にチラシ等きてないですね。 

【加藤（春）委員】  もうちょっと情報の流れをよくしていっていただきたいという問

題を提起し、そこにＪＲ掲示板という問題も入れたら、提言としては積極的になると思い

ます。 

【中澤委員】  公民館でのヒアリングのときも、そもそも全然そういうつき合いがない

というか、そういう話はたしか出てきたんですよね。 

【佐藤副会長】  公民館のほうで、男女共同参画講座の趣旨に合った講座を組んでほし

いと例えばこちらで言われても、それがあまりわからないので、そうおっしゃるなら、ぜ

ひ審議会の人たちなどがもっと公民館の男女共同参画講座にきちっと発揮してというか、

入り込んでいっていただくというのはおかしいんだけれども、準備会も２人ぐらいでやっ

ているような状況だと、ある程度狭くなりますよ。たとえどんな見識のある人がいたとし

ても、２人では、２～３人ではというふうになったときに。 

【加藤（春）委員】  ご自分が出られなくても、あるいは出られるときは１回でも出て

いただくとありがたいと思いますし、ちょっとでも視点のありそうな人、特に若い世代の

人に参加をすすめて頂きたいですね。そうでないと、男女共同参画は重要であるとくり返

しても、盛り上がることができないと思うんです。 

【加藤（り）委員】  この間の公民館でのヒアリングで、私たちもちょっと言いっ放し

というか、投げっ放しだったわけですけれども、それに対して多少反感を持たれるような

感はあったんですね。今、佐藤さんがおっしゃったように、何が男女共同参画にふさわし
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い講座なのかがはっきり言ってわからないと。そういうときに、私たちは上から言ったつ

もりはないけど、向こうとしては上から圧力をかけられたような気持ちもあったんですっ

て。だから、そこを具体的にどうすればいいのか、どんな講座をどういうふうにすればい

いのかを、来て話をして帰っていくというのではなくて、一緒に講座をつくり上げる作業

をやってくれないかなという意見が出ている。例えば私たちがあそこでああいうふうに言

ってしまった責任というのはあると思うんです。これはだれかぜひ。こういう立派な先生

がいるから、いい講座ができそうだと思うんです。 

【加藤（春）委員】  加藤（り）さんなんかは今まで何度も企画実行委員や準備会など

に参画をしていらっしゃっているし、今はその上に立って、講座時間中の子どもの預かり

をやってくださっているんです。そういうグループをつくってやってくださっていて、講

座にも出てくださるというすごい活動をしていてくださるので、そういう感覚を１人でも

多くの方に持っていただく、またそういうことなら１回でも出れるわという人を近隣から

リクルートしていただくということが必要です。 

【諸橋会長】  ありがとうございます。では、２の（２）は、今、アンドウさんに言っ

てもらったんですが。 

【中澤委員】  話が広報にいったんですけども、森田さんのＤＶ支援の相談事業とひと

り親家庭の話はこれまでにも議論したことがあって、重点化とかはちょっと別として、２

の（２）の推進施策の現状についてはこれまでも議論したことですので、その中にきちっ

と入れていいのかなと思いました。 

【諸橋会長】  そう思いますね。２の（２）は、多分、現状に関しての意見の中に重点

目標の項目を詰め込ませていただいていいと思いますけど、今出たのは公民館とか、その

あたりのもの、それからあと２の（２）の中にぜひＤＶの被害者支援と相談、ひとり親家

庭の支援、それから広報の問題もちょっと入れていただいて結構だと思うんですけど、ど

うでしょう。 

【中澤委員】  項目にそれぞれにちょっとまたがってもいいわけですよね。 

【諸橋会長】  結構ですね。広報に関しては、また（５）と（６）で情報なりに関して

は触れざるを得ないと思うんですけど、これも僕が少し作文しますが、２の（２）のほう

は広報を入れて、今、公民館、子育て、ＤＶ等、ひとり親と５点ほど重点が挙がったと言

っていいかと思うんですが、加藤（り）さんのほうでちょっとまとめていただけますか。 

 ほかに何かありますか、２の（２）に関しまして。 
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【中澤委員】  ちょっと記憶があいまいなんですけれども、自分の問題意識としては就

業支援の部分がすごくあるんですけど、これは今まで議論ありましたっけ。自分が言った

記憶としては、学習講座が就業支援のどこかでされていたんですけれども、もっといろい

ろ公民館とかでもあっていいんじゃないだろうかということを言った記憶はあるんですけ

ど、それは学習にかかわっているのかなと。でも、ちょっと記憶があいまいなので。 

【加藤（春）委員】  公民館も本館の場合５～６回分、６コマ分しかないわけですね。

そういうときに子育てをやりたい、年金と言っている人もいるという話の中で就労支援が

あって、でも今回は佐藤さんが頑張ってくださって、まちの中の就労支援みたいなのが２

回入ったんです。 

 地域で子育て支援が仕事になっているということもあるし、特にワーカース・コレクテ

ィブが改めて非常に問題になってくる。ＮＰＯの方は結局大きくなると雇用関係みたいに

なってきて、自分たちで職場をつくるというのとずれていくところがあるので、改めてワ

ーコレだなという機運が強まって、神奈川なんかはものすごく強いんです。東京ではどう

なっているかということで、とり上げることにしています。 

 再就職支援というふうにはっきりは言わないんだけど、再就職していけるようなメンタ

ル面に関するテーマも初回にとり入れたうえで、地域における職場づくりを二側面からと

り上げるという形で今回は組んでいるわけです。明確に再就職支援を扱かったものとして

はせっかく男女共同参画室で直接やっている講座があるんだから、公民館に改めてこれを

キャッチフレーズにしたものをやりなさいというのは、適当でないように思います。今回

の講座などはかなり佐藤さんが長いことこのまちの女性たちとかかわっていらっしゃって

見えてきたところ、心理面が大事だとか、そういうお話をいただいて一緒に組んでいます

ので、そういうところもおさえておく必要があると思います。 

【森田委員】  おっしゃること、すごくよくわかりました。私、仕事でこれ（２１世紀

職業財団と男女共同参画室共催の再就職支援講座）は何回か一緒に実施しているので、内

容は全部わかるんです。それで、中澤先生もおっしゃったような就業支援が男女共同参画

で重要な課題というのは私も思っていますので、ただ、それは公民館でできるかというと。 

【加藤（春）委員】  ほんとうはそれもやれたらいいのかもしれないのだけれど、女性

センターじゃないので。 

【森田委員】  そうなんですね。それと、今おっしゃったようなメンタル面の準備とい

うのが非常に大事で、再就職というのは今までおうちにいらした子育てしている女性が、
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多分多いんですけれども、お子さんのいない方でも家にいていきなり働き出すというのは

非常にいろいろなバリアがあって、それをこういうちょっと違う切り口の講座で精神面の

準備とか、知識とか、考え方の転換を行うのは重要だと思うんです。 

 だから、再就職講座って２つ必要で、再就職するための準備やメンタル面の準備と、実

践的な実際履歴書を書いたり求人情報の探し方や面接の受け方などを、今までおうちにい

た方がどんなふうに学んでいくか。求人情報を探したりとか、面接でどこまで話すとか、

非常にそのあたりのテクニックというか、ノウハウが必要なので、両輪でいくといいかな

と。すぐに出たい方、出ざるを得ない方と、今は子どもは小さいけれども、数年後には働

きたいけど、今、ただ家事・育児だけに専念しているのではなくて、自分のスキルがちょ

っと低下しているのを少しブラッシュアップしたりとか、通信教育で勉強しておこうとか、

資格を取ろうとか、結構いろんなステージで再就職を考える方はいらっしゃるので、すご

く情報は必要かなというふうに今お聞きして思いました。 

 この２１世紀職業財団はほんとうに実践的なんですね。今回のこと１回なので、私がや

ったのは大体２回ぐらいなんですけれども、適職シートって書いてありますよね。幾つか

ワークシートがあって、自分の適性とか、関心とか、今の状態を分析するシートがあって、

その後オプションでおっしゃったようにグループカウンセリングとか、その個々の持つ問

題をどういうふうに解決したいというご相談に乗っていただいたりとか、仮に財団以外の

先生も呼んで履歴書の書き方とか、面接の受け方もやっていただけるような、市と共催で

やろうとしている財団なので、すごくいい講座だと思います。とても実践的で、個別対応

もしてくださるし、あと、事後も、１人で相談にきたい場合もカウンセリングを受けられ

るんです。 

【阿部課長補佐】  その後の個別のカウンセリングがまた充実しています。 

【森田委員】  これ、さっきご説明があったんですが、グループカウンセリングや個別

カウンセリングは同じ日じゃなくて後日。 

【阿部課長補佐】  そうです。後日です。 

【森田委員】  ああ、そうですか。それで、アポイントメントをとって、後日にですね。

あと、講座の中で私がやったときは、午後をカウンセリングタイムにして、午後に来れる

方は予約をしていただいて、それを１対１でやるとか、グループと１対１と両方やりまし

たので、かなりこれは役に立つ実用的な講座だと思いますので、毎年ぜひやっていただき

たいと思います。 
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【阿部課長補佐】  男女共同参画室で行なっていますが他に子育て支援課でもひとり親

家庭の方の就労支援もやっていますし、経済課のほうでも就労支援の関係は各種やってい

ると思いますので、広く行われていると思います。 

【加藤（春）委員】  それから、コミュニケーションのトレーニングというか、自己主

張トレーニングみたいなのも大事だと思っていて、ある公民館でやられて、非常にいいコ

ースがあるんですね。またできるとよいと思っています。こがねいパレットで元ＮＨＫア

ナウンサーの山根さんが講演されるということですが、もしお願いできたら、例えば仕事

するということを言い出して周りを説得していくといったことを入れていただいて、就労

支援にもなるような実例なんかを入れていただくように、もしも働きかけていただけたら、

ありがたいかなというふうに思ったりします。 

【森田委員】  そうですね、アサーティブトレーニングとかっていうんですけど、自己

表現の。そうですね。コミュニケーショントレーニングともいいますけど、非常に今人気

があって、そういう再就職を考えていく人もそうですし、働いている方も職場で同僚とか

上の方とどうコミュニケーションをとるだとか、ほんとうにママ友とか、近所の人とどう

いう関係をつくっていくとか、意見の中でもいろいろありますけれども、いろんな立場の

方が必要としているというか。 

【加藤（春）委員】  そちらからもぜひ講師をご紹介ください。 

【森田委員】  公民館で私はやりたいので、ご紹介しますので、自分が職員として   

の講座をやりまして、聞いていても自分にも役に立つみたいな感じで、参加者の方のみな

らず聴講するとすごくおもしろかったので。 

【加藤（春）委員】  私も１２回フルコースで参加しまして、それで随分人が変わった

と思っています。 

【諸橋会長】  今のは就業支援は重点項目の中の一つだと思いますし、これは公民館だ

けじゃなくて、予算をそんなに使わずハローワークとか、２１世紀職業財団とか、いろい

ろ出前講座してくれますので、そのところで利用してもらうということで、ぜひ加藤委員

のほうでも今の施策の現状及び重点項目の中にちょっとそれを含ませておいてはどうです

か。 

【中澤委員】  その辺いかがというのはちょっと私も発言したいんですけど、就業支援

で今回チラシをいただいているような、森田さんがおっしゃったような直接、即就業につ

ながる実践的なものと、それ以前このメンタルとおっしゃったような、あるいは自己主張
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といっているような、就業を直接今目指すということでなくても、いろんな講座の中で働

くということについて念頭に置いた形でつくっていくいろんな講座があっていいかなと。

公民館についてはいろんな制限もあるんですけれども、社会教育というのが学習をして、

特に女性が学習をして地域で活動するというんですけども、そのときに経済的な自立だと

か、収入になかなかつながっていかないとか、学習だけしていればいいとか、若干そうい

う風潮がこれまであって、女性が学習者として成長してきて、公民館に還元してほしいと

いう感じになってきて、仕事をしてしまうと出ていっちゃって、人材が外にいっちゃった

みたいなところが実態としては困ったなみたいなのがあるわけですよね。でも、そうでは

なくて、その辺は難しいとは思うんですけれども、公民館の周辺も。 

【森田委員】  それがないから、公民館離れが若い人に促進されていると思うんです。

私なんかはまさにそういう世代だったので、ただの学習だけでは物足りない。例えば家に

いても視野を広げたり、働くことを考えたら、今をどう過ごすというか。それに今はもう

待ったなしなんですね。一昔前と違ってずっと専業主婦ではいられないので、経済的にも

自分の精神面でもいずれ働くということを考えながら何を学ぶかというのは。そのほうが

若い方が結構講座を受けにきたいと思うと思うんです。 

【中澤委員】  それでいうと、今回の推進状況報告書を見て、こういうことについては

どうかとヒアリングをしたんですけども、そのときにはっきり男女共同参画講座って書け

ないけれども、その視点はいろんなところにありますよっていうふうにおっしゃっていた

んですけど、その視点を入れていくことについては報告の中に入れていただいていいはず

だと思うし、就業支援の講座ですっていうふうにしてなくても、そういうことを念頭に置

いてアサーティブのことをやったんですということでしたら、報告の中に入れてほしいと

思うんですけど、そういう部分がはっきり銘打っているその位置づけもないのか、そうじ

ゃないかでとらえ方が形式的な感じがして、中身を入れていくっていう意味では今回のこ

の講座の中にも就業支援的な要素も、就業支援っていうとちょっと具体的過ぎるんでしょ

うけど、女性が働いていくということについても念頭に置いてやっているんだだけでも入

れていただくといいかなと思いますので、やれないというよりは。 

【加藤（春）委員】  それは非常に難しい問題です。例えば女性講座といっていたとき

があるわけです、そのときなんかはわりあいにいろんな人が来て、ああ、そうなんだって

動きだしていく、そういう気づきのチャンスがあったと思うんですが、男女共同参画講座

と銘打ってしまって、それをやるんだ、やるのが義務なんだ、それを満たしておきましょ
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うとなると、かえって人が来なくなるような要素がある。だから、あまりそういうキーワ

ードを入れるのがいいかどうかというのは非常に難しいところです。 

 それから、公民館の中でも今はかなり男性の高齢者が参画しており、その中には女性が

就労するということに対してせめぎ合う意識をお持ちの方があると思います。それはやっ

ぱり自分の世代の生き方というのは最高だと思っていらっしゃいますので。だから、悪気

はなくてもあまりそういうことをうたっていくことによって、かえって抵抗が起きてしま

ってやりにくくなってしまうと。そこへアサーティブに言い返すことができないというこ

とも、せっかく意識をお持ちでかかわっていってくださる方にもあるわけですから、こち

らが外側から考えるのと内側から努力をしていくのとはかなりずれるところがあるんじゃ

ないですか。加藤（り）さんなんかはその辺はよくご存じだろうと思います。 

【加藤（り）委員】  そうですね。ただ、私が行った限りでは、職員の方の持っていき

方というのが一番大きかったような気がします。いろんな意見の方はいますけども、なぜ

この講座が男女共同参画、私達のころは女性学級でしたけれども、なぜこの講座が必要で、

これがどういうふうに作用していくかとか、そこをきちんと押さえている職員がいました。

企画実行委員で高齢の方もいらっしゃいました。ただ、そういう方たちもわからないなり

に納得できるという部分があったのね。私は職員の方の力はとても大きいなとそのときは

思いましたね。 

【加藤（春）委員】  それは公民館に働きかけていったことでもあるし、ぜひ研修をと

いうことですね。 

 それと、これは入れるべきかどうかというあれがあるんだけど、ヒアリングのときはっ

と気がついたのは、正規職員は全部男性だったんです、公民館の企画に携わる正規職員は。 

 けれども、非常に視点がはっきりした講座をよく打ってくださっている館があって、こ

れはあの職員が男性だけれども、非常によくわかっていてくださるからだろうと決めつけ

ていたのが、実はその方の視点もあるんだろうけれども、非正規で入っている女の方の働

きも大きいのだと気づかされるということもありましたよね。なので、女性の視点を持っ

た職員というふうにいうか、女性の職員を増やしていってほしいというか、そこら辺のと

ころは要望に入れるかどうかという問題があると思うんですけど。 

【加藤（り）委員】  いつもこういうこと言っていますけど、女性だからいいというこ

とはない。かえって難しくなる。 

【加藤（春）委員】  あの女性がいいといっているからいいでしょうみたいになっちゃ
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うと困ると。 

【中澤委員】  研修からぜひというのはヒアリングでもしましたし、書いたほうがいい

ですね。研修に際しては、もちろん参画室との連携も可能でしょうし。 

【諸橋会長】  先ほど中澤委員のおっしゃられているのは、就業についても男女共同参

画講座みたいにあまりぼーんと打っちゃうと人が来ないから、もっと分散し、拡散し、い

ろんなところにへっこませてというか、そういう視点が必要ですね。 

【中澤委員】  視点が必要というのが。それを推進状況報告書の中にも。 

【諸橋会長】  入れてくれるように、あらわれるように書いてくれると。 

【中澤委員】  視点があると、そこに入ってくるんだけど。 

【佐藤副会長】  例えばまちづくり講座の中でも、男女共同してまちづくりを考えると

か、まちづくりの中でコミュニティビジネスとか、そういうことで地域の中の仕事って、

結構女性が自立して自分たちで団体をつくって活動していって、それが就業につながると

いうようなのも今増えているじゃないですか。よく農村の農家の主婦とか、商店の主婦が

新たにという働き方もあるから、その視点のある人からすると、例えば報告を書くとき、

男女共同参画講座としてもここは未実施なんだけれども、ほかのまちづくり講座でこうい

うことをしたっていうのが結局備考欄とかに書けるわけですよね。だけど、そういうチャ

ンスがあまりない感じだから、それは評価システムともちょっと絡むことだと思うんです

けど。 

【加藤（春）委員】  公民館に関する部分は、ものすごい限られた時間の中で回答が行

なわれているという印象を受けます。 

【佐藤副会長】  だから、国際交流の中だとそういう視点が入るとかいうのは難しいで

すよね。評価の視点というか、報告として出す場合はある程度枠の中で入れるしかないん

だけれども、どこかでそういう気がつくようなというか、お互い交流の中でそういう視点

もあるんじゃないっていうふうなのが微々たるものでも少しずつ入っていけば、ああって

いう。 

【中澤委員】  そうでないと、未実施がいっぱいですよねみたいなことになって。 

【加藤（春）委員】  日頃から男女共同参画の視点を持って公民館運営をやって、ここ

との連携、緊張関係を持って報告を出してくださるようにということですよね。 

【加藤（り）委員】  私も視点そのものが、やっぱりほとんどの職員の方々はとても難

しいんじゃないのかなと思います。それは私たちはこういうものができればいいんじゃな
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いのか、国際交流にだってそういう視点が入れられる、こういう講座にも視点が入れられ

るとわかっていても、それそのものがわからないというような意見がこの間もたくさん出

たわけですよね。だから、レベルと言ったら失礼ですけれども、そういうふうなところで

まだ、それこそ男女共同参画講座をやっても、何が男女共同参画なのかわからないと言っ

ているような職員がいらしたというところで、視点を出せなんていうのはもう無理だと思

うんです。結果として私たちから見れば、入っているじゃないですか、これでいいじゃな

いですかと言ってもわからない。だから、私たちがわかっていて、あんなふうにちょっと

上から言うようなことをしているんだったら、そこに入っていかなくちゃいけないんじゃ

ないのかなと私は思っています。 

【加藤（春）委員】  だから、９０年代などに男女平等の視点のある講座がたくさん組

まれたというのは委員や準備会に女性たちが入っていったからなんです。その人たちが忙

しくなって、公民館にかけるエネルギーを縮小してしまわれた今でもこっちから押しつけ

るんじゃなくて、市民の思いをくみ上げるんですよという方法論は正しいんですよ。それ

をはっきり言われた職員がありましたよね。だから、そういう方法論で我々はやっている

んだから、押しつけることはしないと言ったでしょ、あのとき。だから、視点をもっと共

に他の市民の思いを理解することのできる市民が入っていくしかないと同時に、市民の気

づきをじっくりと促していくような職員がふえていくための研修をしてもらわないといけ

ない。 

【森田委員】  言葉の問題だけではないと思うんですが、勤務先のセンターでは就業支

援の視点とおっしゃっていたのを自立支援という言い方をしまして、そうするとより講座

の企画に入れやすいというか、専業主婦であってもいろんな意味の自立を含む自立支援の

視点を入れた事業をやっていくといいんじゃないかっていう気がして、その中でＤＶ被害

者やシングルマザーの方は、特にほんとうの意味での自立が必要なので力を入れているん

ですが、さまざまな立場の方の自立支援を支援するのがセンターなんだよねという話をち

ょっとしているんですね。 

【中澤委員】  確かにことばっていうのは大事なので。 

【森田委員】  そうですね。就業って言っちゃうと講座企画にかえって入れにくいと思

われちゃうので、そういうのを入れていったらどうかなと。 

【加藤（春）委員】  自立しているときに、それは共同の前提なんですよって、そこを

くっつけなきゃいけないわけで、それでアサーティブなんかをやるとということになる。 
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【森田委員】  そうですね。自分の主張を相手に率直にきちんと伝えていく訓練ですと

いうことで自立っていうと思うんです。 

【諸橋会長】  そこら辺も加藤さんなんかでも入れ込めますね。それから、１番の佐藤

さんも報告書だけではよくわからないというところあたりの（２）の話をね。せっかくや

っているのに視点がないとか、やっているところを書き込めないとかいうあたりの問題を

提起していただいて、僕のほうでは評価のあたりにそれを入れましょうか。報告書の書き

方のチェックをして、非常にうまくいろいろやっているし、もしかしたら効果は上がって

いるのかもしれないけど、そういうのが報告書から見えないので、もうちょっと評価シス

テムか何かで提言に入れられるかもしれないです。 

 ほかはいかがでしょうか。 

【加藤（春）委員】  またかなり公民館のほうの話になっているんですけど、子育て支

援をその提言に入れるという部分はどうなんですか。例えば個別のことは我々の役割では

ないかもしれないけど、保育所不足の解消と質の充実に関してはいかがですか。私は今、

子どもの人権をやっていますので、まちの中の子ども支援のところを回っているんです。

保育園なんかもいろんなタイプのところがあって、回って見ているんですけれども、今度

できる認証保育園は講造的に厳しい面があるという話ですね。 

【阿部課長補佐】  ＪＲビルの中ですよね。そこは認証保育園になる予定なんですが、

構造上ちょっと問題があって、現時点では一時預かりしかやっていないということです。 

【加藤（春）委員】  だから、不足は不足というのはあるわけだから、それに関して積

極的に推進してほしいと、認証も含めて。 

【阿部課長補佐】  駅の北口にも今度、認可保育園ができる予定なんです、駅の北口の

すぐ近くに。ただ、それもまだ具体的なことははっきりしていないようです。 

【中澤委員】  学芸大学も将来的につくるっていう話ですが。 

【森田委員】  北口はいまお聞きしたように、ちょっとまだ検討中ということであるん

ですね。認証のほうはもう開園していらっしゃるんですか。 

【阿部課長補佐】  いえ。今、一時預かりの状態ですので、認証保育園としていつにな

るかというのはまだ決まってないようです。 

【森田委員】  南口のビルですか。 

【阿部課長補佐】  新しくできたＪＲビルっていう、そこの４階ですか。 

【諸橋会長】  ３階だと思った。本屋さんの上かな。 
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【阿部課長補佐】  保育園の設置基準として非常口が２カ所ないといけないということ

です。構造上１ヶ所しかできないというので、そこがネックになっているようです。今後

その辺は解決していくと思うんですけれど、非常口が２カ所ないと、認証保育園としては

認められないということです。 

【諸橋会長】  当然そう。ここは規制緩和の話もあるけどね。 

【加藤（春）委員】  それから、小金井の場合は保育の伝統はものすごく早くからある

んですね。共同保育からスタートしてがんばっているユニークな認可外保育もありますが、

施設面では狭く、料金も認可・認証保育園に比べて高いです。そういうところの財政的支

援の強化等々のことも入れるべきではないでしょうか。 

【中澤委員】  私、子育て関係のヒアリングに出られなかったんですけれども、結構具

体的な質問が多いように思ったんです。これ、どういうふうに提言につながっていくのか

なと。ちょっと難しいのかなと思ったんですけど、お出になった委員の方だけヒアリング

をして、課題はこういうことなんだなっていうぼんやりした手ごたえ、ぼんやりとしたっ

て失礼ですが、そういう部分ってどういうところになるんでしょうか。 

【諸橋会長】  いかがでしょうか。 

【加藤（春）委員】  ヒアリングにいらっしゃったのは森田さんと。 

【諸橋会長】  佐藤さんでしょ。中川さんと久保さんも一緒。 

【森田委員】  そうですね。かなり具体的なのは、予算とか、いろいろ難しいと思いま

すけど、例えば病後児保育とか、夜間保育があまりなされていないので、いろんな制約は

あると思いますけど、市に１カ所ぐらいはあるべきではないのか。ちょっとほかの自治体

と比較すると、そのあたりまだちょっと後手になっていると思うんです。待機児の問題は

さっき新しいのができるとおっしゃったんですが、男女共同参画で一番今重要な課題だと

思うんです。かなり預けたいとか、預けなければいけない方が増えているので、そういう

施設ではなくて、小規模な保育でもいいのではないかということで家庭福祉員というのが

出ていたんですが、ただ、家庭福祉員は漠然と募集していますけれども、なかなか人は来

ないので、それは別に小金井だけではないんですが、私の勤務先でも何となく募集してい

ますで終わってしまうんですけれども、もう少し具体的に募集の仕方とか、働きかける関

係機関とか、考えられないかなと思うんです。 

 あと、全体的に以前保育の仕事をしていたから、今、おうちにいるとか、何か社会に役

立つ仕事をしたいという方もいると思うので、少し掘り起こしをして、その分     
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 は難しいんですけれども、待機児の解消と新しい雇用の創出とか、地域の活性化を何と

か高められないかなと。このあたりはすごく大事なことじゃないかなと。 

【加藤（春）委員】  その辺は保育をするためのスペース提供の支援も必要なのではな

いでしょうか。共同保育の現場を見ても、もうちょっと、例えばハードに関する支援があ

ったら、さらによくなるんじゃないかというような、随分ぎりぎりのところで頑張ってい

らして、それはそれで素朴でいいところも多いのですが。やっぱりＮＰＯでできることっ

てぎりぎりなのだと痛感しました。いまは若い親たちのスペース感覚も変わっていますか

ら、預かりを始めたいんだけども、うちのマンションではできないというような人は結構

いると思うんです。 

【佐藤副会長】  私は具体的な子育て支援に対する細かいところをこうしたほうがいい

という提言は、男女平等推進審議会の範疇ではなくて、伸びゆく子どもプランの提言の中

のものであって、男女平等推進審議会が出す提言というのは子育て支援の具体的なことに

対する提言ではなくて、それと男女平等的なトータルな生きざまというか、子どもから大

人まで、さっき言った「またあした」の例だと、高齢者と子どもという視点でやっている

施設とかいうことで、もちろん具体的なものに対する提言というのも必要だと思うんだけ

れども、それがいわゆる男女平等プランの中でどういう位置づけになって、どういう関係

性を持っていて、どういうふうにつなげていくべきかとかいうほうにちょっと重点を置い

た提言のほうが、ここが出す提言らしいのではないかなという感じですね。 

【加藤（春）委員】  それはもちろんそうなんだけど、実態の裏づけがないと。だから、

例えばなぜ家庭福祉員が始められないのか、人材はあったとして。そういう人たちの抱え

る問題の一つとしては、やっぱりスペースの問題があると思うんです。それから、ハード

も含めて、なんかだと、ＮＰＯに関してですけど、すごくスペースを掘り起こして提供し

ていくということは行政がやることですよね。だから、職場づくりとかいったときに、も

うちょっとそういうところに目を向けられるようなキーワードを入れておくことは必要だ

と思います。 

【森田委員】  新しく預けたい人を見込んで対応できるような支援をする。より預けや

すい保育を。 

【加藤（春）委員】  保育を通じた就労の志を持った人たちが今の時点で始められるよ

うなスペースの支援とか、そういう視点も必要だと思います。 

【佐藤副会長】  地域が支える構造のけじめとか言っちゃって、言葉上はそれはいいん
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だけど、具体的にそれはどうなのか。 

【加藤（春）委員】  具体的にちょっとキーワードが欲しいと思うんです。スペース支

援なんていうのは、例えば、だから空き家を提供する人と子どもを預りたい人をつなぐと

かね。 

【佐藤副会長】  小金井は地代が高いからね。賃料が高いから。 

【森田委員】  武蔵野市が保育園ではなくて、子ども家庭支援センターの家庭版みたい

なやつなんですけど、借り上げて、ちょっと地主さんというか、自分が住んでいる家以外

の家を持っているとか、相続はしたけれども住まないので、期限付きで市に貸しますよと

いうふうに市が入って、ＮＰＯひまわりママというところが支援センターの支所をつくっ

ているんです。 

【佐藤副会長】  テンミリオンハウスみたいな感じの。 

【森田委員】  そうです。普通の一軒家を子どもが来ても危なくないように改装して、

ふだんふらりと寄れるたまり場として、あと相談も受けられるし、お泊まり保育も受けて

いる。保育スペースが整っていて、おふろもあるし、台所もあるし、昼間は子連れで来た

お母さが御飯も食べれるというのをやっていまして、見学にも行ったんですけれども。だ

から、そういうある資源をうまく活用しつつ、市がつまり財政支援したことになりますよ

ね。運営はＮＰＯに委託をして、保育の実績があるＮＰＯで、うちの子も預かってもらっ

ていたんですけれども、保育の仕事をしたいという人たちが団体を支援することにもなる

し、専業主婦のお母さんでも働いているお母さんでも、もちろんお父さんでも利用できる

ので、子育て支援にもなるということで、非常にいい形でやっているんです。 

 武蔵野市がファミリーサポートセンターをつくる前からひまわりママさんが同じ事業を

やっていたので、それがそのまま移行した形になって、途中からファミサポ組織をＮＰＯ

ひまわりママがやっているんです。一時保育で保育園や幼稚園にお迎えに行ってみてくだ

さるとか、習いごとを含めちょっと危ないから、小学生は送りのサービスをやっていると

いう形で、うちの子も未就学のときと小学生のときにお世話になったんですけど、市外の

方も受けてくれるということで、そういう形ですよね。 

【加藤（春）委員】  小金井はあまりにもまだそういうのを、自発的な活動に任せ過ぎ

ていないかという部分がちょっとあるような気がして、周辺都市の知恵も入れて、いま一

つ子育て支援を増やせるようなネットワーク化というか、つなぎをやってほしいみたいな

ことはここからも言ってもいいと思うので。というのは、子どもプランを扱っている人の
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ところに行って、このことをとり上げてくださいって言っていく方法もあるんだけど、あ

っちからもこっちからもそういう、要望が出されることが必要だと思います。とにかく子

どもを預かる側の女性の地域での就労支援にもなるし、預ける側の人の就労支援にもなる

ような場がもっとつくられていく。それで、隠れている人材も活用できるようなつなぎの

作業を持っていってほしいということは、男女共同参画の重要な部分じゃないでしょうか。

まだ小金井はちょっと、武蔵野と比べると、そういうリソースの活用という点では工夫が

必要だと思います。 

【森田委員】  そうですね。市民活動支援もなるし、子育て支援にもなるし。 

【加藤（春）委員】  森田さんがおっしゃったようなことにもう少し地域の実情からの

肉づけのキーワードぐらいがちょっと入ると、いいのではないかという感じなんですが。 

【諸橋会長】  ありがとうございます。まあそれも何とかうまく含めて。 

【中澤委員】  きちっとして、公的に夜間とか、病後児保育だと足りないんじゃないか

という、それを具体的に挙げるかどうかは別として、待機児童もいるわけですし、それを

引き続き頑張ってほしいということと、公的なものだけではなくて、市民のいろんな活動

もあるので、市民のリソースを活用するという点で周辺都市の情報も参考にして、いろん

な政策を展開してほしい。だから、公的に用意するだけじゃなくて、市民のリソースも活

用するというのを置いて、それがひいては市民活動支援であったりとか、それにかかわる

ことで就業支援にもなるみたいな形で位置づけを書いて、何でこんな支援かという大もと

のところで男女共同採択が必要だというのを入れて、そういうふうに書く。枠はそういう

ことで、ヒアリングをしてこういう課題があるとか、現状こうだというのを入れていくと、

こんなになっていくんじゃないかなと。 

【諸橋会長】  それは結果的に長くなっていくというのがあります。 

【中澤委員】  小金井にもう既にこういう蓄積があるというのも、入れられる範囲で例

として挙げられるかもしれないですし、それはちょっとわからないんですけど。 

【森田委員】  今、病児保育のＮＰＯ法人のフローレンスというのが中央区とか、２３

区で活動しているのですが、起業されて、病気のときが働く親が一番困るということで出

張保育をしているんです。 

【加藤（春）委員】  フローレンスは公民館で講師を招きました。このあたりもやろう

と思えばやれるんだなという感じはしました。 

【森田委員】  それを例えば市が半額補助するとか、契約をして、市が病児保育室をつ
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くるのは大変だと思いますので、そういうＮＰＯに来ていただいて、利用料を補助とか、

市民ももちろんある程度負担するしという形でも考えられると思うんです。全部ゼロから

市がやれと言ったら、絶対的財政的に無理だと思うので。 

【諸橋会長】  ちょっと時間が押してきましたが、それではどうしましょう。これを持

ち寄って１回正規にやりますか、それともこれはアンダーグラウンドでしたっけ。きょう

解散するんでしたっけ。 

【中澤委員】  可能であれば１回正規のほうがいいと思います。 

【諸橋会長】  どうでしょうか。いずれにしてもそれまでにたたき台をつくらなきゃい

けない。 

【森田委員】  それで、１つお願いがあるんですが、提言の一部を担当するということ

で、１０月２３日だととても２週間ということできついので、１０月末にしていただいて、

まずほかの担当者の方も挙げて、１１月に１回実施ということでお願いできないでしょう

か、具体的に。 

【阿部課長補佐】  正規でやるのは１０月２３日までですので、２４日から次期の審議

会の委員の任期が始まりますので、２３日までに実施していただきたいんです。 

【諸橋会長】  やるならね。それまでには、しかし全体は無理かな。だったら、きょう

のところはこれで解散した上で、あとは非公式に検討するほうがいいか。 

【阿部課長補佐】  ２３日ぎりぎりにやって、それまでに一応ざっとまとめていただく

といいと思います。 

【諸橋会長】  結構無理があるな。１番を一人前にしていって。 

【中澤委員】  例えば２３日に集まるというのは可能なんですか。会長に委ねてよろし

いですか。 

【諸橋会長】  私は４時半まで市町村研修所で研修をしているところで、その後だった

らあきます。夕方ですね。 

【中澤委員】  例えば森田さんのタイトになった部分は今度にするにしても、それ以外

の部分では１回集まっておくとか、多分みんながというのは出席は難しいでしょうから。 

 延びてしまうと間延びしてしまいそうな感じで、次の任期の審議会が始まってしまう、

次の話にもなってきそうなので。 

【諸橋会長】  ２３日の夕方が私はあきますが。 

【森田委員】  ひょっとしたら私も７時半ぐらいからじゃないと、ぎっしりなので、ち
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ょっと無理ですね。 

【諸橋会長】  ２３日の夜。いずれにしてもそれまでにたたき台がないとだめですよね。

参加ベースでもらってないと。 

【森田委員】  雑駁なものになってしまうけど、いいかな。 

【諸橋会長】  そのときにそろっていればいい。事前に論議はできますね。最低でも２

日かかるからね。 

【佐藤副会長】  そこで読んで意見を言うというのはだめなんですか。 

【諸橋会長】  そうね。 

【佐藤副会長】  送るのがあるじゃないですか。例えば２１日夜までに皆さんにメール

で送っておいて読んでもらって、２３日に検討する形とか。２２日はだめ？ 

【諸橋会長】  ２２日には不参加の人が多いですね。２３日の夜、参加できない人がい

てもやりますか。 

【中澤委員】  そちらのほうがいいかと思います。 

【諸橋会長】  原稿は２１日までに。今は案で、期限切れなことが出てくるかもしれま

せん。じゃ、２３日の７時半ですか。 

【森田委員】  私は、すみません、勤務先が遠いので、小金井の駅に着くのが７時１０

分ぐらいだと。 

【諸橋会長】  ７時ぐらいからやりましょうか。 

【中澤委員】  もう少し早めに始めて。 

【諸橋会長】  ６時半とか。 

【森田委員】  途中からというのでよろしければ始めていただいて。 

【諸橋会長】  あと６時か、６時半か。じゃ、６時半にしましょうか。６時半から最終

回開始で、人は来なくても原稿があるということで。 

【中澤委員】  ２日前にはたたき台をお送りしますので、ご意見を入れて。 

【加藤（春）委員】  私は申し訳ありませんが２３日は夜７時から１０時まで女性のた

めの電話相談担当で拘束されていますので欠席させていただきます。 

【諸橋会長】  じゃ、すみません。締め切り日ですが、２１日でこれは阿部さんにも同

送で送って、それをプリントアウトして資料として用意してもらうということで。２１日

締め切りでいいですから。 

【阿部課長補佐】  前日なら、こちらはプリントアウトを２２日にしますが。 
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【諸橋会長】  ２３日の締め切り日。 

【佐藤副会長】  ほかの人も目を通してというつもりですか。 

【諸橋会長】  とりあえず少し見ておかれるかなというところです。じゃ、２１日の夜

までに何とか。 

【阿部課長補佐】  ２３日の会場はあたってみますので、後日ご連絡します。 

【諸橋会長】  ２３日の６時半、再来週ですね。それでは、２１日に今ご指名いただい

た方々は、ざっくりで結構ですので、つくっていただいた原稿をお寄せいただいて、森田

さんのほうでプリントアウトし、２３日にご用意いただき、我々も２１日、２２日で即そ

れを見るということで臨みたいと思います。もう一回、じゃ、２３日に最終回の推進審議

会に持ち帰りますが、その時間ですね。 

 何かほかにご意見等ございますしょうか。 

【佐藤副会長】  この後非公式の集まりはしないで、２３日に検討して、その後はある

程度会長にまとめてもらって、その後のちょっとの意見は。 

【諸橋会長】  入れるつもりです。 

【森田委員】  会長さんがまず今期でという話を前からお聞きしていまして。 

【阿部課長補佐】  次期会長を皆さんで考えておいていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

【諸橋会長】  よろしくお願いします。みなさん、もう一回ありますけれども、全員人

数がそろわないかもしれませんが、正規にはもう一回やらせていただきたいと思います。 

それでは、本日はどうもありがとうございました。 

 

── 了 ── 



男女平等推進審議会   報告と意見書（提言書）  骨子案 

                            

 

１、大まかな審議内容の説明（前文として記載） 

   

（１）職員の意識調査・市民意識調査についての意見交換 

（２）前期審議会の提言の確認 

（３）小金井市の現在の男女平等推進施策についての意見交換 

（４）第３次男女平等プランの進捗状況報告（平成１９年度分）について検討・審議 

これについては、報告書のみでは進捗状況を理解しがたく、検討・審議しにく

い面があったことから、評価システムについての検討と合わせて、以下の観点か

らヒヤリングを実施することにした。 

  ア、報告書だけでは実施・未実施のみの記載で分かりにくいところがある 

イ、未実施事業についての見解を直接主管課に聞いたほうがよい 

ウ、重点的に審議したい項目について検討し、対応したい 

 

 （ヒヤリング対象：公民館、子育て支援課・保育課） 

 

 

２、意見書の内容の骨子（意見と提言を分けるか？） 

 

（１）意識調査等についての意見 

（２）男女平等推進施策の現状に関しての意見 

（３）評価システムの検討と報告書作成のありかた 

（行動計画（プラン）にない事業が増えた場合の報告の仕方も含めて） 

～ヒヤリングを踏まえて～ 

（４）講座等啓発事業のありかたと公民館との関係のもちかた 

（５）市の各計画との連携および主管課との連携のとりかた、 

 

（６）以上をふまえた参画室の体制や審議会の進め方について 

 

    


